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1. 寮会  定期的に開催される。 

 原則、寮生は参加しなければならない。 

2. 寮行事  原則、寮生は参加すること。参加方法などは寮長に確認するこ

と。 

3. 寮食堂  希望者は利用可能。 

 利用するには、寮食堂が指定する期間中に、1 か月分の利用料

を前払いする。キャンセルによる払い戻しにはルールがあり、

ルールを守らない場合には、キャンセルには応じられない。 

 利用の仕方、営業日・時間などは寮食堂で確認すること。 

4. シャワー  ２４時間利用可能 

但し、以下利用条件を遵守すること 

・清掃時間中（午前中）は利用不可 

・AM０時（深夜）以降の利用は静かにすること 

（寮母への配慮を行うこと） 

・寮生以外の人の利用は禁止する。 

5. 卓球  １０：００～２２：００の間で利用可能。 

6. バスケットコー

ト 

 １０：００～１８：００の間で利用可能。 

 寮生以外の人の利用は禁止する。 

7. 気を付けること  ホワイトボード（掲示板）は毎日確認する。 

 光熱水費を節約する。 

 寮内をきれいに保つ。 
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 寮の備品・用品は丁寧に扱う。 
 

  他の人の部屋に入る時はノックをする。 

 女性は７：００～２３：００の間のみ入室可能とする。（宿泊

は禁止） 

 寮のルールに違反した場合はペナルティーがある（清掃作業な 

ど）。ペナルティーの詳細は寮長に確認する。 

8. オートロック  防犯のため、常にロックをする。 

 暗証番号は寮生以外には絶対教えないこと。 

9. 部屋  机・ベッド・椅子・本棚は学校の備品なので、持ち出し・移動・

解体は禁止する。 

 落書き･くぎの使用は控える。 

 電気はできるだけ節約する。 

 壁や天井、床に傷をつけたり、備品を故意に壊した時は修理費

用を負担してもらうことがある。 

 電気ストーブの使用は禁止する。 

10. 廊下  消防法で禁止されているため、廊下に私物を置かない。 

11. ベランダ  火災時に避難経路になるため、ベランダにダンボール・ごみな

どを放置せず、常に綺麗にしておく。 

12. ごみ  ごみは定められた分別方法で捨てること。 

 ごみの捨て方、分別ルールは、入寮後に寮長に確認すること。 

13. 禁煙  寮建物内（居室含）はすべて禁煙。１階ロビー外に喫煙スペー

スがあるので、寮長に確認すること。 

 IQOS 等の電子タバコも禁止。なお、喫煙者は非喫煙者に配慮

すること。 

14. 閉寮期間 
 冬期閉寮１２月２７日１５時～１月５日７時まで 

 ８月１２日及び１２月２７日は１５時までには寮をでなけれ

ばならない。 

 閉寮期間中、希望者は国際学生レジデンスⅣに滞在することが 

できる。希望者はレジデンスセンターに確認すること。 

 

 

備 品 
 

1. 自分で準備する 

もの 

① 室内用スリッパ 

② ゴミ箱 

③ ハンガー（室内用、洗濯物干し用） 

④ 洗濯物用品（洗剤、カゴ、洗濯ネット） 
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 ⑤ 

⑥ 

⑦ 

バスタオル、フェイスタオル 

洗面用具（歯ブラシ、歯磨き粉、ひげそり） 

入浴グッズ（シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、

石鹸、入浴グッズを入れるかご） 

2. 共用できるもの ① 

② 

掃除機

冷蔵庫 

3. その他 ① 布団 

※交換学生は大学で以下のものを準備しています。 
 

 敷布団/敷きパッド：1 枚  掛布団：1 枚 

 枕：1 個  シーツ：2 枚 

 掛布団カバー：2 枚  枕カバー：1 枚 

 


